
指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努めること。  

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その要  
点を記録すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載  

することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と  
区別できるようにすること。  

また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該  

文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。  

り 減算の取扱いについて  

介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）を算定する場合において、介護  

予防支援事業者等に対する情報提供を行わない場合については、所  

定単位数から減算されることとなる。  

エ 算定回数について  

主治の医師及び歯科医師が、一人の利用者について、それぞれ月  
二回まで算定することができる。  

オ 算定目について  

算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、  
請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の目又は当該サー  

ビス担当者会議に参加した場合においては、参加日若しくは参加が  

困難な場合においては、文書等を交付した日を記入することとする。  

（2）薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について   

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は  
歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま  

た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指  
示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服  
用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した  

介護予防居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に  

対して積極的に文書等にて提供するよう努め、速やかに記録（薬局薬  

剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、  

薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告す  

ることとする。また、㈱酢割こ対  

して情報提供するよう努めることとする。薬局薬剤師にあっては当該  

介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪  

問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、提供  
した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存するこ  

ととする。  

指導又は助言は、文書等の交付により行うよう努めること。  

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その要  

点を記録すること。当該記載については、医療保険？診療録に記載  

することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と  

区別できるようにすること。  

また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該  

文書等の写しを診療録に添付する等により保存すること。  

ウ 減算の取扱いについて  

介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）を算定する場合において、介護  

予防支援事業者等に対する情報提供を行わない場合については、所  

定単位数から減算されることとなる。  

エ 算定回数について  

主治の医師及び歯科医師が、一人の利用者について、それぞれ月  
二回まで算定することができる。  

オ 算定目について  

算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、  
請求明細書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サー  

ビス担当者会議に参加した場合においては、参加日若しくは参加が  

困難な場合においては、文書等を交付した日を記入することとする。  

（2）薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について   

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は  
歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま  

た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指  
示に基づき、利用者の居宅を訪問して、兵歴管理、服薬指導、薬剤服  
用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した  

介護予防居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に  

対して積極的に文書等にて提供するよう努め、速やかに記録（薬局薬  

剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、  
薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告す  

ることとする。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題が  
ある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される  

場合には、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び必要に応じ  

て関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこ  よよT主星史  

薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の   指示を行った  

医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行  
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うこととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添   

付する等により保存することとする。  

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。  

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提供さ   

れた医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導における情報提供等   

に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係   

職種（歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科   

医師等及び訪問看護ステーションの看護師等）との間で情報を共有し   

ながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもので   

あり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、  

実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載す   

る。  

策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等   

旦立法により保存する。   

薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に   

策定する。   

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見   

直しを行う。必要に応じ見直しを行うほか、見直しを行うほか、処方   

薬剤の変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。  

③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種   
に対しても、居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当   

該患者に対する嘩養上の指導に関する留意点について情報提供するこ   

ととする。  

塗 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月二回以上算定す   

る場合（がん末期患者に対するものを除く。）にあっては、算定する   

日の間隔は六日以上とする。がん末期患者については、週二回かつ月   
八回に限り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を   

月二回算定す断  

金 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあって   

は、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しな   

ければならない。   

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、  
住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録   

イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方  
についての記録  

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。  

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提供さ   

れた医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導における情報提供等   

に基づき、又は必要に応じ処方医と相談しながら、利用者の心身の特   

性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処   
方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、   

利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。   

策定した兵学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等  

により保存する。   

原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。  

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見  

直しを行う。少なくとも一月に一回は見直しを行うほか、処方薬剤の  
変更があった場合にも適宜見直しを行うこと。  

ト   
塁 介護予防居宅療養管理指導費を月二回以上算定する場合（がん末期   

患者に対するものを除く。）にあっては、算定する日の間隔は六日以   
上とする。がん末期患者については、週二回かつ月八回に限り算定で   

きる。   

塵 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあって   

は、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しな   

ければならない。   

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、  

住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録   

イ 処方した医療機関名及び処ノ方医氏名、処方日、処方内容等の処方  
についての記録  
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ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録  

工 利用者の体質、アレルギー歴、副作用等の利用者についての情報   
の記録  

オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点  

力 服薬状況  

キ 利用者の服薬中の体調の変化  

ク 併用薬（一般用医薬品を含む。）の情報   

ケ 合併症の情報  

コ 他科受診の有無  

サ 副作用が疑われる症状の有無  

シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められ   

ているものに限る。）の摂取状況等  

ス 手旨導した薬剤師の氏名  

七 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名  

ソ 処方医から提供された情報の要点  

夕 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬   

状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複作用、相互   
作用の確認等）  

チ 訪問に際して行った指導の要点  

ツ駆引共した訪問結果に関する情報の要点  

ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録  

工 利用者の体質、アレルギー歴、副作用壁等の利用者についての情   
報の記録  

オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点  

力 服薬状況  

キ 利用者の服薬中の体調の変化  

ク 併用薬笠（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含   

む。）の情報  

ケ 合併症の情報  

コ 他科受診の有無  

サ 副作用が疑われる症状の有無  

シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められ   

ているものに限る。）の摂取状況等  

ス 服薬指導の要点  

七 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名  
ソ 処方医から提供された情報の要点  

夕 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬  
状況、残薬の状況、  投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重   

複題旦、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等）   

チ脚情報の要点   

ツ明こあ  

っては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療  

関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点  

塵 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師に   

あっては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載   

しなければならないこととし、麟削氏3年間保存す   

るH。   

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号   
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴   
ウ 薬学的管理堕豊の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状   

逸、重複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置  
を含む。）   

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点   

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名   

カ その他の事項  

塁 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師に   

あっては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載   

しなければならない。  

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号   
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴   
ウ 薬学的管理の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、重複投薬、配   

合禁忌等を含む。）  

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点   

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名   

カ その他の事項  

－21－   



塁 介護予防居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬   

品について、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは、   
原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該   

情報を文書により提供するとともに、当該主治医に相談の上、必要に   

応じ、御行うものとする。   

ア 医薬品緊急安全性情報   

イ 医薬品・居療機器等安全性情報  

塵 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理指導を   

行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算定しない。  
皇 居宅において痺痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬   

剤（以下「麻薬」という。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十   

八年法律第十四号）第二条第一項に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の   
購入価格（薬価基準）（平成十四年厚生労働省告示第八十七号）に収載さ   

れている医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定後の最新   
の薬価基準に収載されているものを意味する。  

塵 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、   

定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況につ   

いて確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項   
等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の   
有無の確認を行った場合に算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、   
処方せん発行医に対して必要な情報捷供を行うことが必要である。  

亜 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあって   

は薬剤服用歴の記録に④の記載事項に加えて、少なくとも次の事項に   

ついて記載されていなければならない。   

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理踵豊の内容（麻薬の  

保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、  
痺痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無など  
の確認等）   

イ 訪問に際して行った患者盈空家族への指導の要点（麻薬に係る服  

薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）   
り 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、  

痔痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含  
む。）の要点   

工 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府  

県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付す  

塵 介護予防居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬   

品について、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは、   

原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該   

情報を文書により提供するものとする。  

ア 医薬品緊急安全性情報   

イ 医薬品等安全性情報  

塁 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理指導を   

行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算定＿しない。  

金 居宅において捧痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬   

剤（以下「麻典」という。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十   

八年法律第十凶号）第二条第一項に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の   

購入価格（薬価基準）（平成十凶年厚生労働省告示第八十七号）に収載さ   

れている医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定後の最新   
の薬価基準に収載されているものを意味する。  

塵 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、   

麻薬の服用及び保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うと   

ともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に算   

定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要   

な情報提供を行うことが必要である占   

塵 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、準局薬剤師にあって   

は薬剤服用歴の記録に④の記載事項に加えて、少なくとも次の事項に   

ついて記載されていなければならない。   

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理の内容（麻薬の保管  

管理状況、服薬状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、痺痛緩和の状況、  

麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等）  

イ 訪問に際して行った患者星娃家族への指導の要点（麻薬に係る服  

薬指導、保管管理の指導等）   

り 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、  

痔痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含  
む。）の要点   

工 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府  

県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付する  

桓   
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ことで差し支えない。）   

亜 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師に  
あっては薬剤管理指導記録に⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の  

事項について記載されていなければならない。  

ア 麻薬に係る共学的管理の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、痺  

痛緩和の状況等）  

イ 麻薬に係る利用者又は家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指  

導、保管管理の指導等）  

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項  

エ その他の麻薬に係る事項   

垂 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師から  

の報告による留意事項を記載する。なお、当該記載については、医療  

保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等に  

より、他の記載と区別できるようにすることとする。また、薬局薬剤  

師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書は、診療  

録に添付する等により保存することとする。  

（3）管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について   

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療  
養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当  

該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認め  

た場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であ  

って、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、  
栄養ケア計画を作成し当該計画を患者又はその家族等に対して交付す  

るとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び  

栄養食事相談又は助言を三○分以上行った場合に算定する。  

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。   

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われ  
ていれば算定できる。   

③ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診  

療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄  

養ケア計画を添付する等により保存する。また、栄養ケア計画に基づ  
き、実際に介護予防居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示  

等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、栄養ケア計画の  

見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医師の訪問診療の結  

果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケ  

ることで差し支えない。）  

⑫ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師に   

あっては薬剤管理指導記録に⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の   

事項について記載されていなければならない。   

ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状  

副作用の有無の確認等）  況、残薬の状況、痺痛緩和の状況  
イ 麻薬に係る利用者盈空家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬  

指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）  

り 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項  

エ その他の麻薬に係る事項   

塵 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師から  
の報告による留意事項を記載する。なお、当該記載については、医療  

保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等に  

より、他の記載と区別できるようにすることとする。また、薬局薬剤  

師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書は、診療  

録に添付する等により保存することとする。  

（3）管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について   

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療  
養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当  
該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認め  

た場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であ  

って、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、  
栄養ケア計画を作成し当該計画を患者又はその家族等に対して交付す  

るとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び  

栄養食事相談又は助言を三○分以上行った場合に算定する。  

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。   

② 管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われ  

ていれば算定できる。   

③ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診  

療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄  

養ケア計画を添付する等により保存する。また、栄養ケア計画に基づ  
き、実際に介護予防居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示  

等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、栄養ケア計画の  

見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医師の訪問診療の結  

果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケ  
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ア計画を添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付につい   
ては、医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記   
載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別すること   

とする。  

④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア   

からクまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。   

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スク   

リーニング」という。）。   

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握す  
ること（以下「栄養アセスメント」という。）。   

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看  
護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・喋  
下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給  

量、補給方法等）、栄養食宰相談に関する事項（食事に関する内容、   

利用者又は家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容及び  

相談の実施方法等）、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取  
り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、  

作成した栄養ケア計画については、介護予防居宅療養管理指導の対  

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。   

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供  
及び栄養食宰相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実  

施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取  

り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修  

正すること。   

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合に  
は、当該利用者に係る介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医  

師を通じ、介護支援専門員に対して情報提供を行うこと。   

カ 利用者の栄養状態に応じて、■定期的に、利用者の生活機能の状況  
を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養  

管理指導に係る指示を行った医師に対する報告を行うこと。なお、  
低栄養状態のモニタリングにおいては、体重を測定するなど、BM   

Iや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行うこと。  

キ 利用者について、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクに  
ついて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職   

ア計画を添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付につい   
ては、医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記   
載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別すること   

とする。  

④ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のア   

からクまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。   

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スク   

リーニング」という。）。   

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握す  
ること（以下「栄養アセスメント」という。）。   

り 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看   
護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・喋   
下機能及び食形態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給   

量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容、   

利用者又は家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容及び   

相談の実施方法等）、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取   

り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、   

作成した栄養ケア計画については、介護予防居宅療養管理指導の対   

象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。   

ェ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供   

及び栄養食宰相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実   

施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取  

り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修  

正すること。   

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合に   

は、当該利用者に係る介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医   

師を通じ、介護支援専門員に対して情報提供を行うこと。   

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況   
を検討し、栄養状態のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養   

管理指導に係る指示を行った医師に対する報告を行うこと。なお、   

低栄養状態のモニタリングにおいては、利用者個々の身体状況等を   

勘案し必要に応じて体重を測定するなど、BMIや体重減少率等か  

、ら利用者の栄養状態の把握を行うこと。   

キ 利用者について、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクに   
ついて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職  
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種と共同して当該計画の見直しを行うこと。  

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録す  
る。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等  
により保存すること。  

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰   

瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病   
及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低   

残撞食並びに高度肥満症（肥満度が＋四○％以上又はBMIが三○以   

上）の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食   

（食塩相当量の総量が七・○グラム以下のものに限る。）及び喋下困  

種と共同して当該計画の見直しを行うこと。  

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録す  
る。なお、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等  
により保存すること。  

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰   

瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病   
及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低   

残埴食並びに高度肥満症（肥満度が＋四○％以上又はBMIが三○以   

上）の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食   

（食塩相当量の総量が六・○グラム未満のものに限る。）及び柿下困  

難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介  

護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費の療養食  

加算の場合と異なり、介護予防居宅療養管理指導の対象となる特別食  

に含まれる。  

（4）歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について   

① 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、訪問診  

療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行った歯  

科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する  

歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問して、利用者又はその家族の同  

意及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導計画を利用者又は  

その家族等に対して交付するとともに、当該管理指導計画に従った療  

養上必要な実地指導を一人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で  

二○分以上行った場合について算定し、実地指導が単なる日常的な口  

腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合  

は算定できない。  

なお、請求明細書の摘要欄に当該介護予防居宅療養管理指導に係る  

指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日  

を記入することとする。   

② 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導は、指示を行った歯  

科医師の訪問診療の日から起算して三月以内に行われた場合に算定す  

る。   

③ 歯科衛生士等が介護予防居宅療養管理指導を行った時間とは、実際  
に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の  

移動に要した時間等は含まない。   

④ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、医療機  

難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介  

護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入所療養介護費の療養食  

加算の場合と異なり、介護予防居宅療養管理指導の対象となる特別食  

に含まれる。  

（4）歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について   

① 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、訪問診  

療を行った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行った歯  

科医師の指示に基づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する  

歯科衛生士等が、利用者の居宅を訪問して、利用者又はその家族の同  

意及び訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導計画を利用者又は  

その家族等に対して交付するとともに、当該管理指導計画に従った療  

養上必要な実地指導を一人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で  

二○分以上行った場合について算定し、実地指導が単なる日常的な口  

腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合  

は算定できない。  

なお、請求明細書の摘要欄に当該介護予防居宅療養管理指導に係る  

指示を行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日  

を記入することとする。   

② 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導は、指示を行った歯  

科医師の訪問診療の日から起算して三月以内に行われた場合に算定す  

る。   

③ 歯科衛生士等が介護予防居宅療養管理指導を行った時間とは、実際  
に指導を行った時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の  

移動に要した時間等は含まない。   

④ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、医療機  
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関に勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師からの直接の   

指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下「指示等」という。）を   

受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指   

示等を行った歯科医師に直接報告するものとする。  

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計   

画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象とな   

った利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了   
時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師   
からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師   

の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った   

歯科医師に報告する。  

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下の   

アからカまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。   

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・喋下機能等）のリスクを、   

把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。   

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把   

握すること（以下「口腔機能アセスメント」という。）。   

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の   
職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内  

の清掃、有床義歯の清掃等）、摂食・嚇下機能に関する事項（摂食   

・喋下機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生   

活指導等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべ   

き事項等を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導   

内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成する   

こと。また、作成した管理指導計画については、介護予防居宅療養   
管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得  

ること。   

ェ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施す   

るとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の   

必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）  

があれば直ちに当該計画を修正すること。   

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況   
を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養   

管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこと。な   

お、口腔機能のモニタリングにおいては、口腔衛生の評価、反復唾  

関に勤務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師からの直接の   

指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下「指示等」という。）を   

受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指   

示等を行った歯科医師に直接報告するものとする。  

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計   

画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対象とな   

った利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了   
時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師   
からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師   

の診療開始及び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った   

歯科医師に報告する。  

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下の   

アからカまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。   

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嘩下機能等）のリスクを、   

把握すること（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。   

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把   

握すること（以下「口腔機能アセスメント」という。）。   

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の   
職種の者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内  

の清掃、有床義歯の清掃等）、摂食・喋下機能に関する事項（摂食   

・嘩下機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生  

活指導等）、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべ  

き事項等を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導  

内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成する  

こと。また、作成した管理指導計画については、介護予防居宅療養  

管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得  

ること。   

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施す  
るとともに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の  

必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）  

があれば直ちに当該計画を修正すること。   

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況  
を検討し、口腔機能のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養   

管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこと。な   

お、口腔機能のモニタリングにおいては、口腔衛生の評価、反復唾  
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液喋下テスト等から利用者の口腔機能の把握を行うこと。  

カ 利用者について、概ね三月を目途として、口腔機能のリスクにつ  

いて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該介護予防居宅療養管  

理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、歯科医師による指示  

に基づき、必要に応じて管理指導計画の見直しを行うこと。なお、  

管理指導計画の見直しに当たっては、歯科医師その他の職種と共同  

して行うこと。   

⑦ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪  
問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成し  

た管理指導計画を添付する等により保存する。また、管理指導計画に  

基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い、  
指示等の内容の要点を記載する。さらに、管理指導計画の見直しに当  

たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等  
に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指導の継続の必要性等）  

の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保  

存する。なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記  

載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠で  
囲う等により、他の記載と区別することとする。   

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要であ  
る場合も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家  
族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した介護予  
防支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じることとする。  

（5）働行う介護予防居宅療養管理指導について   
① 看護職員による介護予防居宅療養管理指導については、要支援認定  

等の際に主治医から提出される「主治医意見書」中「4・生活機能と  

サービスに関する意見牒「看護職員の訪問  

による相談・支腰」の項にチェックのある利用者又は看護職員の訪問  
による相談支援の必要がある旨の記載がある者のうち、サービス担当  

者会議において必要性が認められ、利用者又はその家族等の同意が得  

られた者に対して、閲忘じて電話  

相談を行った場合ついて算定する。   

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成された介  

護予防サービス計画に基づくサービスの開始から二月以内に行われた  

場合に算定するものとする。   

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成し、保   

液嘩下テスト等から利用者の口腔機能の把握を行うこと。   

カ 利用者について、概ね三月を目途として、口腔機能のリスクにつ  
いて、口腔機能スクリーニングを実施し、当該介護予防居宅療養管   

理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、歯科医師による指示  

に基づき、必要に応じて管理指導計画の見直しを行うこと。なお、   

管理指導計画の見直しに当たっては、歯科医師その他の職種と共同  

して行うこと。  

⑦ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪   

問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成し   

た管理指導計画を添付する等により保存する。また、管理指導計画に   
基づき、実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い、   

指示等の内容の要点を記載する。さらに、管理指導計画の見直しに当   

たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯科医師の訪問診療の結果等   
に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指導の継続の必要性等）   

の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保   

存する。なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録に記   

載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠で   
囲う等により、他の記載と区別することとする。  

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要であ   

る場合も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家   

族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した介護予   
防支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じることとする。  
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存するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに手り用者氏名、訪  

問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に関する要点を明記し、  
医師、介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととす翫  

上堕 その他  

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収し   

てもよいものとする。  

7 介護予防通所介護費・介護予防適所リハビリテーション費  

（1）運動暑封幾能向上加算の取扱いについて   

① 運動器機能向上サービスを提供する目的は、介護予防サービス計画  
において設定された利用者の目標のための支援であって、提供される  

サービスそのものはあくまで手段であることに留意すること。   

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は  
あん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法士等」という。）を一名以  

上配置して行うものであること。   

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げる  

とおり、実施すること。  

ア 利用者ごとに看護職貞等の医療従事者による運動器機能向上サー  

ビスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービ  

スの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の  

機能の状況を、利用開始時に把握すること。  
イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するため  

の概ね三月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）及  

び長期目標を達成するための概ね一月程度で達成可能な目標（以下  

「短期目標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目標に  
ついては、介護予防支援事業者において作成された当該利用者に係  

る介護予防サービス計画と整合が図れたものとすること。  

り 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、看  
護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、当該  

利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、一回当  
たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成  

すること。その際、実施期間については、運動の種類によって異な  

るものの、概ね三月間程度とすること。また、作成した運動器機能  

向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、  
リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象  

となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。な  

上立 その他  

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収し   

てもよいものとする。  

7 介護予防適所介護費・介護予防通所リハビリテ ーション費  

（1）運動器機能向上加算の取扱いについて   

① 運動器機能向上サービスを提供する目的は、介護予防サービス計画  
において設定された利用者の目標のための支援であって、提供される  

サービスそのものはあくまで手段であることに留意すること。   

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は  
あん摩マッサージ指圧師（以下「理学療法士等」という。）を一名以  

上配置して行うものであること。   

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げる  

とおり、実施すること。  

ア 利用者ごとに看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サー  

ビスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービ  

スの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の  

機能の状況を、利用開始時に把握すること。  

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するため  

の概ね三月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）及  
び長期目標を達成するための概ね一月程度で達成可能な目標（以下  

「短期目標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目標に  
ついては、介護予防支援事業者において作成された当該利用者に係  
る介護予防サービス計画と整合が図れたものとすること。  

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、看  
護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、当該  

利用者ご■とに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、一回当  
たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成  

すること。その際、実施期間については、運動の種類によって異な  

るものの、概ね三月間程度とすること。また、作成した運動器機能  
向上計画については、運動器機能向上サービスの提供による効果、  

リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の対象  

となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得るこ  と。な  
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